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ま え が き 
 
 石油危機以降、先進諸国では深刻化する雇用・失業問題にいかに対応していくかが、雇用政

策の重要な課題となった。そうした中で、1992 年 5 月に開催された OECD（経済協力開発機

構）閣僚理事会は、深刻化する雇用・失業問題に関する総合的な研究を行うことを要請し、2
年余りの調査研究を経て、1994 年に 1 冊の報告書がまとめられた。The OECD Jobs Study : 
Facts, Analysis, Strategies, 1994 がそれであり、高水準の失業に直面する OECD 諸国の経済

構造を詳細に分析し、雇用創出のための戦略的政策を提言した。この報告書を契機として、雇

用創出による失業率の低下を目的とした政策論の報告書が相次ぎ、1997 年には国別の政策評価

を行った報告書も刊行された。 
 規制緩和による市場メカニズムを重視した OECD の雇用戦略に対して、EU（欧州連合）は、

社会的統合を重視した EU 雇用戦略を提示し、OECD とは一線を画した雇用戦略を展開してい

る。EU は、雇用ガイドラインを提示し、加盟各国はそれに基づいて行動計画を作成し、その政

策評価が行われるという一連の取り組みが実施されている。EU 雇用戦略に基づいた加盟各国

の新たな雇用政策の展開は、若年失業や長期失業の状況を改善するなど、具体的な成果をあげ

つつある。 
 これに対して、1990 年代半ばまで先進諸国の中では低い水準の失業率にとどまっていた日本

も、1998 年以降、失業率が急上昇するとともに、若年失業者や長期失業者も急増してきており、

欧米諸国と同じような状況に陥ってきている。こうした日本の現状を考慮すると、雇用・失業

対策はますます重要性を増しており、それらを立案・実行する上で、OECD や EU の雇用戦略

が提起した問題、さらにはそれを受け止めた各国の雇用政策と政策評価のあり方を学ぶことか

ら、多くの示唆を得ることができるものと考える。 
 そこで当機構では、厚生労働省と雇用戦略を検討する研究会を設け、OECD や EU の雇用戦

略が提起している内容を精査するとともに、EU 主要国の具体的な雇用政策及び政策評価につ

いて、可能な範囲で調査研究を行った。本報告書は、OECD と EU の雇用戦略の内容をまとめ

た「先進諸国の雇用戦略に関する資料集」に続いて、雇用戦略の新たな展開や EU 主要国の雇

用政策と政策評価などについてまとめたものである。 
  なお、補論の「雇用戦略シンポジューム」については、当機構国際部（現・国際研究部）

がとりまとめた結果を、一部改訂の上了解を得て掲載している。 
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                                           独立行政法人労働政策研究・研修機構 

                                                 理事長  小  野   旭 
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序章 雇用戦略の研究意義 
 
1 OECD 雇用戦略から EU 雇用戦略への展開 
 
石油危機以降、先進諸国では深刻化する雇用・失業問題にいかに対応していくかが、雇用政

策の重要な課題となっている。しかしながら、ソビエト連邦が崩壊し、社会主義諸国が次々と

市場経済化したため、失業問題に関しても、資本主義対社会主義といった体制の問題から、資

本主義下における市場経済のタイプが問題となった。ミシェル・アルベールが「資本主義対資

本主義」の中で指摘したように、資本主義も米英に代表される市場原理重視のアングロサクソ

ン型と、独仏に代表される社会保障を重視したライン型に大別され、かなり異なったタイプの

資本主義が併存している。 
 市場原理重視のアングロサクソン型の代表である米国は、1990 年代にＩＴを原動力とした経

済成長をいち早く実現し、失業率の急速な低下を達成した。好況と不況を繰り返す資本主義の

景気循環すら克服したとするニューエコノミーの主張も出現し、市場原理重視のアングロサク

ソン型資本主義は、順風満帆といった様相を呈した。OECD 雇用戦略にはこうした時代的背景

が影響していると考えられる。 
1992 年 5 月に開催された OECD 閣僚理事会は、深刻化する雇用・失業問題に関する総合的

な研究を行うことを要請し、2 年余りの調査研究を経て、1994 年に 1 冊の報告書がまとめられ

た。The OECD Jobs Study : Facts, Analysis, Strategies, 1994 がそれであり、高水準の失業に

直面する OECD 諸国の経済構造を詳細に分析し、雇用創出のための戦略的政策を提言した。こ

の報告書を契機として、雇用創出による失業率の低下を目的とした政策論の報告書が相次ぎ、

1997 年には国別の政策評価を行った報告書も刊行された。 
OECD 雇用戦略プロジェクトに関連した一連の報告書のタイトルは、当初 Jobs Study（雇用

研究）となっていたが、1996 年以降は Jobs Strategy（雇用戦略）と変更されている。報告書

のタイトルが変更された具体的理由は説明されていないが、雇用戦略が意味する内容は、1994
年の報告書の内容に示されていると言えよう。 

The OECD Jobs Study は、雇用創出のための戦略的政策を提言しており、雇用慣行や雇用制

度は雇用変動のパターンに影響を与えることはできても、雇用機会そのものを創り出すことは

できないことを明確に主張している。雇用に対する需要は、基本的には生産の派生需要であり、

生産のないところに雇用機会はないということである。Jobs Study（雇用研究）が Jobs Strategy
（雇用戦略）に変更された背景には、こうした雇用創出のための政策的議論がなされたものと

思われる。  
 OECD の一連の調査研究が扱っている領域は、雇用創出に関連したマクロ経済政策、創業や

規制緩和に代表される構造政策、労働市場政策であり、これらを総合的に分析して戦略的政策

提言を行うというものである。従って、雇用戦略の研究とは、税制、財政や経済的規制といっ

たマクロ経済政策や社会保障政策と労働政策との関連性を総合的に分析し、その結果に基づい
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て具体的な政策提言を行っていくものであることを示唆している。 
先進諸国の雇用政策に大きなインパクトを与えた OECD 雇用戦略は、明らかに経済システム

の効率性と整合性のとれた雇用政策を目指しており、様々な規制を緩和・撤廃することによっ

て、市場メカニズムを貫徹させるという政策理念が基盤となっていた。そのことは、重点的雇

用戦略分野として提示された内容が、市場メカニズムを効率的に機能させるための改革を提起

していることに、端的に現れている。 
 OECD 雇用戦略に対応して打ち出された EU 雇用戦略は、激しい競争原理の下では弱者が社

会から排除される危険性が高いことを考慮し、排除ではなく仕事を通じて国民全体を社会的に

統合する連帯の道を選択したのである。1997 年のルクセンブルク雇用サミットにおいて、EU
雇用戦略の中核となる「4 つの柱」が示され、それ以降の雇用ガイドラインに明記された。「4
つの柱」とは、①エンプロイアビリティ、②起業家精神、③アダプタビリティ、④機会均等で

ある。 
 さらに、2000 年のリスボン欧州理事会では、「フル就業」(注 1)という目標が設定された。フル

就業という考え方は、「完全雇用」とは考え方が異なる。完全雇用の達成には失業率を下げるこ

とが不可欠であり、そのためには雇用者を増やすこと以外に失業者を非労働力化させることに

よっても、失業率を引き下げることができる。EU 主要国が行ってきた高齢者の引退を促進さ

せる労働供給制限政策は、この延長線上にある政策である。 
 フル就業は、高齢者や女性、社会的弱者など非労働力化している人々を、広く仕事の機会を

与えることによって労働市場に参入できるようにし、仕事を通じて社会的統合を進めていくと

いう政策理念である。 
 EU 諸国がこれまで実践してきた手厚い社会保障・福祉政策、労働者保護などの政策が、雇

用とトレードオフの関係にあるという現状認識は同じでも、その対応策として提示された雇用

戦略の内容は、OECD と EU ではかなり違うものとなっている。2 つの雇用戦略の違いは、経

済成長を達成するために市場原理が機能しやすいような社会を目指すか、弱者を排除すること

なく仕事を通じた社会的連帯を重視するか、といった社会的基本理念が異なっていることから

きている。 
ところで、EU 雇用戦略は OECD 雇用戦略と異なり、雇用戦略を単なる報告書や提言に留め

ることなく、政策的実効性を備えた枠組みを構築したのである。雇用ガイドラインを提示する

ことによって共通した政策の方向性を示し、加盟各国がガイドラインに基づいて具体的な行動

計画を作成し、一定期間が経た後その政策評価を行うという枠組みである。雇用ガイドライン

は罰則を伴ったものではなく、ガイドラインに基づいた政策を具体化しなければならないとい

う強制力を持っているわけでもない。しかしながら、加盟各国間は、政策評価に基づいて相互

に監視しながら圧力をかけるため、ガイドラインを無視するような政策を実行することは、非

常に難しいという状況を作り出している。 
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2  日本の雇用情勢の悪化 
 
 バブル経済崩壊後の日本は、不良債権・資産デフレ、製造業の空洞化、産業構造やビジネス

モデルの転換といった問題が複合的に顕在化し、その解決の困難さから長期低迷状態に陥り、

深刻な失業問題に直面している。1980 年代までは失業率も概ね 1～2％台で推移し、失業問題

に関しては OECD 諸国の中で優等生の地位を維持してきたが、1997 年の北海道拓殖銀行や山

一証券といった大手金融機関の経営破綻を契機とした金融危機の勃発、それに続く企業倒産や

リストラの急増によって、失業率も急上昇している。景気が回復している現在においても、完

全失業率は 5％前後で高止まっており、依然として厳しい雇用情勢が続いている。 
 また、失業率が高止まりする中で、近年、若年失業者や長期失業者の問題が顕在化している

他、構造的・摩擦的失業が増加している。若年者に見られるアルバイトなどの短期就業を繰り

返したり無業者になったりしているいわゆるフリーターは、当機構の推計によれば、1982 年に

は 53 万人であったが、1997 年には 173 万人、2001 年には 200 万人を超えてきている。 
他方、なかなか再就職できずに失業期間が 1 年以上に及ぶ長期失業者も、近年急速に増加し

てきている。2003 年 10～12 月期において、完全失業者 325 万人のうち 112 万人が長期失業者

であり、その割合は 34.5％と 3 割を上回ってきている。また、長期失業者のうち 45～64 歳の

中高年者が 42 万人で、約 4 割を占めている。さらに、長期失業者の労働力人口に対する比率（長

期失業率）も、1999 年以降大幅に上昇しており、2003 年 10～12 月期で 1.7％となっている（図

１）。 
図１ 完全失業率と長期失業率の推移 
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」（1977～2001 年）、「労働力調査（詳細集計）」（2002 年～） 

注：長期失業率＝失業期間１年以上の完全失業者／労働力人口 
 
こうした若年失業者や長期失業者の増加とともに、求人と求職がなかなか一致しないという
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ミスマッチの問題も深刻化している。厚生労働省労働政策担当参事官室の推計によれば、不況

期に顕在化する需要不足失業率は、景気後退期であった 1998 年と 2001 年に大幅な上昇を示し

ているが、それを上回る構造的・摩擦的失業が存在しており、1990 年代後半から構造的・摩擦

的失業率は上昇傾向を示している。2003 年 10～12 月期において、完全失業率 5.07％のうち、

4.13％は構造的・摩擦的失業率、0.94％は需要不足失業率という推計結果となっており、失業

の 4 分の 3 以上がミスマッチ等の構造的・摩擦的失業である（図 2）。 
需要不足失業に対しては、雇用は生産の派生需要であることを考えれば、まず経済政策が先

行することになるが、ミスマッチ等の構造的・摩擦的失業の問題に関しては、労働力需給調整

機能が重要な役割を担っている。未充足求人が数多く存在しているという問題の発生原因は複

雑であるが、主な原因としては、職業紹介システムが十分に整備されていないか、求人と求職

の希望労働条件が大幅に乖離しているか、求人が求める職業能力に求職者が適合できないか、

求人に厳しい年齢制限があって中高年求職者は応募機会を奪われているのではないか、失業給

付が手厚すぎて求職活動を消極的にしているのではないか、といったことが考えられる。 
 

図２ 構造的・摩擦的失業率と需要不足失業率の推移 
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資料出所：厚生労働省 労働政策担当参事官室資料より作成 

 

3  OECD・EU 雇用戦略の研究意義 
 
 ミスマッチ問題をはじめとした失業問題に対処していく上で、日本よりも高い失業率に長年

悩まされてきた欧米諸国が、いかなる雇用・失業対策を講じ、その政策効果はどのようなもの
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であったかを学ぶことは、決して無駄なことではないと思われる。既に OECD 雇用戦略や EU
雇用戦略が明らかにされており、EU 加盟各国は雇用戦略が示した政策方向で具体的な雇用・

失業対策を実施し、その政策評価を行うという枠組みを構築している。 
 OECD 雇用戦略から EU 雇用戦略への進展といった動きは、日本の雇用戦略を検討する上で、

大変示唆に富むものがある。長期低迷状態からなかなか脱出できない日本では、米国流の規制

緩和・撤廃による労働市場の柔軟化を主張する意見も多いが、わが国のこれまでの市場構造や

雇用慣行とかなり異質な OECD 雇用戦略の基礎となっている米国流構造改革には、抵抗が大き

いのも事実である。こうした日本にとっての異質性と親和性を考慮すると、雇用戦略に関して

も、市場構造や雇用慣行においてより親和性のある EU の雇用戦略が、日本にとってより参考

になるように思われる。 
 バブル経済崩壊とそれに続く長期不況過程で、日本においても経済対策と連動した多様な雇

用・失業対策が相次いで打ち出されている。従来の雇用調整助成金に代表される雇用の維持・

安定を中心とした政策に加えて、労働移動支援や雇用創出などに重点を置いた対策が打ち出さ

れている。こうした一連の雇用・失業対策は、雇用対策の予算規模を大きくしてきており、多

様な対策の政策効果を検証する必要が高まってきている。日本では、平成 13 年 6 月に「行政機

関が行う政策の評価に関する法律」が制定され、14 年 4 月から各省庁において政策の評価を実

施しているところであるが、政策評価制度全般の改善・充実を図るため、先行する欧米諸国の

政策評価の現状および問題点を学ぶことは、非常に重要なことといえよう。 
特に、EU 雇用戦略が重視してきた若年失業と長期失業の問題は、我が国でも顕在化してき

ており、EU 諸国の経験から学ぶことも多い。また、手厚い失業給付や生活扶助が、結果的に

長期失業者を増加させ、「失業の罠」、「貧困の罠」といった働くことに対するインセンティブが

失われてしまう状況に陥ってしまった EU 諸国が、いかなる失業保険制度の改革を行って、長

期失業者を減少させているのかを明らかにすることは、実践的な政策論に直結するものであり、

我が国にとっても参考となる。 
なお、本報告書が対象とした領域は主に雇用対策であり、解雇規制や労働時間に関連した労

働基準対策や正規社員とパートタイマーの賃金格差、男性と女性の昇進格差といった均等待遇

保障対策は、余り取り上げていない。 
以上の観点から、本報告書においては、第 1 章で OECD と EU の雇用戦略の内容を明らかに

し、第 2 章では EU 主要国の雇用政策を紹介し、第 3 章では政策評価の現状を紹介し、第 4 章

で OECD・EU 雇用戦略や EU 主要国の雇用政策が日本にいかなるインプリケーションを示し

ているのかについて触れる。 
 
注  
(1)「フル就業」については、Ｐ 25 を参照せよ。
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